
JP 5537841 B2 2014.7.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の色彩の発光手段と、第２の色彩の発光手段とを備える１の発光体であって、当該
第１の色彩の発光手段及び当該第２の色彩の発光手段により異なる色彩を発光する発光体
において、
　前記第１の色彩の発光手段と、前記第２の色彩の発光手段と、を制御し、所定の色彩変
化パターンで発光させる第１制御手段と、
　前記第１の色彩の発光手段、及び前記第２の色彩の発光手段のいずれか一方又は両方を
制御し、所定の明暗変化パターンでその発光強度を制御する第２制御手段と、
　を含み、前記色彩変化パターンで所定のデータＸを表し、前記明暗変化パターンで前記
データＸとは異なる所定のデータＹを表し、
　前記明暗変化パターンは、前記色彩変化パターンの一部又は全部に埋め込まれる
　ことを特徴とする発光体。
【請求項２】
　第１の色彩の発光手段と、第２の色彩の発光手段と、第３の色彩の発光手段とを備える
１の発光体であって、当該第１の色彩の発光手段、当該第２の色彩の発光手段及び当該第
３の色彩の発光手段により異なる色彩を発光する発光体において、
　前記第１の色彩の発光手段と、前記第２の色彩の発光手段と、前記第３の色彩の発光手
段と、を制御し、所定の色彩変化パターンで発光させる第１制御手段と、
　前記第１の色彩の発光手段及び前記第２の色彩の発光手段及び前記第３の色彩の発光手
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段の、少なくともいずれか１個の発光手段を制御し、所定の明暗変化パターンでその発光
強度を制御する第２制御手段と、
　を含み、前記色彩変化パターンで所定のデータＸを表し、前記明暗変化パターンで前記
データＸとは異なる所定のデータＹを表し、
　前記明暗変化パターンは、前記色彩変化パターンの一部又は全部に埋め込まれる
　ことを特徴とする発光体。
【請求項３】
　請求項１～請求項２のいずれか１項に記載の発光体において、
　前記データＸと、前記データＹは互いに相関しており、データＹに対して、予め定めら
れた演算処理を施すことによって、前記データＸが導き出されることを特徴とする発光体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は時間の経過とともに発光体の発光色彩を変化させることによって、データを表
現する方法に関する。具体的には、本発明は、前記発光体がデータを表す場合の発光様式
を定め、かかる発光様式に基づき発光する様子をキャプチャすることによって、発光様式
に基づくデータを解読すると同時に、前記発光体の位置すなわちキャプチャした画面上で
の位置と、を認識する技術に関する。
【０００２】
　特に、本発明は、上記色彩発光に含まれた光の周期的に変化する波形を検知してより高
密度なデータの送信を可能とする技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（１）光を利用した従来の通信技術
　遠隔通信手段として光を用いるものが従来から種々知られている。
【０００４】
　これら光を使用した典型的な通信技術の１種として、光の強弱（点滅等）の時間的長さ
の組み合わせを符号化してデータを送信する技術が知られている。
【０００５】
　このような従来の技術においては、通常、光の受光手段は、フォトダイオード（フォト
トランジスタ）等の素子が用いられる。
【０００６】
　このような従来の光の波形（強弱）による通信では、受光側がＣＣＤやＣＭＯＳのよう
なエリアセンサはあまり用いられていなかった。エリアセンサを用いた場合に、光の強弱
によるデータ通信を実現しようとした場合は、ＣＣＤやＣＭＯＳが撮像する各フレーム毎
の光像の強さの検出することになる。よってフレームレートのタイミングズレ等により、
フレームレートより高速な通信を正確に行うことは困難であると考えられる。したがって
、安定した通信を実現しようとした場合は、フレームレートより遅い通信しか期待できな
いと考えられる。以下、ＣＣＤやＣＭＯＳ等のエリアセンサとなりうる素子を、単に「Ｃ
ＣＤ等」と呼ぶ。
【０００７】
　しかし、一般的な可視光を対象としたＣＣＤ等は、ビデオカメラ、デジタルカメラ等広
く用いられており、近年は携帯電話やノート型コンピュータにも搭載される例が増えてお
り、極めて身近な存在として知られている。したがって、このＣＣＤ等を用いた通信が行
えれば便利である。
【０００８】
　本願発明者が独自に発明した色彩を変化させてデータを表す技術
　ところで、本願発明者は、既に発光体が発光する光の色彩の変化を使って、データを符
号化して通信する技術を開発し、完成させるに至った。特に、この技術では、上記データ
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通信を行えるとともに、エリアセンサにて色彩発光する発光体の位置を同時に認識できる
ことを特徴とする。このような技術について、本願出願人は、既に特許出願、特願２００
８－２１２９７３を行っている（以下、９７３号特許出願と呼ぶ）。
【０００９】
　しかしながらエリアセンサを使用してる以上、本方式は、発光点が単数である限り通信
速度はエリアセンサのフレームレートに制約を受ける。すなわち、各フレーム画像間にお
ける色彩の差異を検出しているので、このフレームレート以上の変化をとらえることは困
難である。すなわち、フレームレートで色彩が変化するのが最速である。
【００１０】
　例えば、３色の色彩変化の場合、前フレーム色（例えばＲ）に対して変化する種類はＧ
かＢの２つのみであり、したがって各フレーム毎に毎回常に色彩が変化しても、送出でき
るデータ量は最大１ビット／フレームである。例えば、３０ｆｐｓであれば毎秒、３０ビ
ットが最大データ送出量となる。
【００１１】
　従来の光通信の送信レート
　一方、通常の光通信では受光はフレームレートの存在しない単一受光素子を使用する場
合が多い。例えば、フォトダイオード等である。ケースバイケースで異なるが、いわゆる
高周波信号にも追従でき、高周波の速度で、受光波形を電気信号に変換することができ、
高速通信が可能である。
【００１２】
　先行特許文献の例
　例えば、下記特許文献１には、照明装置や光表示装置の可視光を用いて通信を行う通信
システムが開示されている。特に、消費電力の低減が図れる通信システムが開示されてい
る。
【００１３】
　また、下記特許文献２には、可視光情報提供装置が開示されている。特に、データが提
供されている範囲を知ることができる装置が開示されていると考えられる。
【００１４】
　また、下記特許文献３には、位置測定用のターゲットの周囲に発光手段を設け、周囲の
明暗に左右されずに、ターゲットを容易に画像認識することができる発明が開示されてい
る。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００５－２３６６６７号公報（ＮＴＴ）
【特許文献２】特開２００７－１４１２５０号公報（ＮＥＣ）
【特許文献３】特開２００１－１５９５２１９号公報（日立プラント建設）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　このように、従来のフォトダイオード等を用いた通信手法では、高速な通信が可能であ
るが、位置を特定することは困難である。
【００１７】
　その一方、本願発明者が発明したＣＣＤ等のエリアセンサを用いた自動認識コードの技
術では、光学式自動認識コードの位置を知ることが可能であるが、高速な通信は困難であ
った。
【００１８】
　本発明は、上記状況に鑑みなされたものであり、その目的は、位置検知が可能であり、
且つ、高速な通信を行うことができる技術を提供することである。ここで、高速とは、短
時間で多量の情報を送受信できることが言うが、具体的には、上述したような既存のＣＣ
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Ｄ等のデータ取得量（伝送量）より多いデータの送受信が可能になる程度のデータ速度を
言う。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　第１グループの発明
　本グループの発明は、色彩変化パターンに用いる色彩の一部又は全部を明暗変化の発光
にも用いた構成を採用する。
【００２０】
　（１）本発明は、上記課題を解決するために、第１の色彩の発光手段と、第２の色彩の
発光手段と、前記第１の色彩の発光手段と、前記第２の色彩の発光手段と、を制御し、所
定の色彩変化パターンで発光させる第１制御手段と、前記第１の色彩の発光手段、又は、
前記第２の色彩の発光手段のいずれかを制御し、所定の明暗変化パターンでその発光強度
を制御する第２制御手段と、を含み、前記色彩変化パターンで所定のデータＸを表し、前
記明暗変化パターンで所定のデータＹを表すことを特徴とする発光体である。
【００２１】
　（２）本発明は、上記課題を解決するために、第１の色彩の発光手段と、第２の色彩の
発光手段と、第３の色彩の発光手段と、前記第１の色彩の発光手段と、前記第２の色彩の
発光手段と、前記第３の色彩の発光手段と、を制御し、所定の色彩変化パターンで発光す
る色彩を変化させて発光を行わせる第１制御手段と、前記第１の色彩の発光手段及び前記
第２の色彩の発光手段及び前記第３の色彩の発光手段の、少なくともいずれか１個の発光
手段を制御し、所定の明暗変化パターンでその発光強度を制御する第２制御手段と、を含
み、前記色彩変化パターンで所定のデータＸを表し、前記明暗変化パターンで所定のデー
タＹを表すことを特徴とする発光体である。
【００２２】
　（３）また、本発明は、上記（１）記載の発光体において、前記第１の色彩の発光手段
から発する光を集光する集光手段と、前記第１の色彩の発光手段と前記集光手段との間に
設けられた光路分割手段と、を含み、前記光路分割手段は、前記第２の色彩の発光手段が
発する光を前期第１の色彩の発光手段が発するする光と同軸の方向に反射し、前記第１の
色彩の発光手段が発する光と、前記第２の色彩の発光手段が発する光とが前記集光手段を
介して同軸に放射されることを特徴とする発光体である。
【００２３】
　（４）また、本発明は、上記（２）に記載の発光体において、前記第１の色彩の発光手
段から発する光を集光する集光手段と、前記第１の色彩の発光手段と前記集光手段との間
に設けられた光路分割手段と、前記光路分割手段は、前記第２の色彩の発光手段及び前記
第３の色彩の発光手段が発する光を前期第１の色彩の発光手段が発するする光と同軸の方
向に反射し、前記第１の色彩の発光手段が発する光と、前記第２の色彩の発光手段が発す
る光と、前記第３の色彩の発光手段が発する光とが、前記集光手段を介して同軸に放射さ
れることを特徴とする発光体である。
【００２４】
　（５）また、本発明は、上記（１）～（４）のいずれかに記載の発光体において、前記
第２の制御手段は、その発光強度を制御する対象であるいずれかの前記発光手段を、前記
第１の制御手段が発光させている場合にのみ、その発光強度を制御することを特徴とする
発光体である。
【００２５】
　（６）また、本発明は、上記（１）～（４）のいずれかに記載の発光体において、前記
第２の制御手段は、その発光強度を制御する対象であるいずれかの前記発光手段が発光し
ている期間のうち、一部の期間においてのみ、その発光強度を制御することを特徴とする
発光体である。
【００２６】
　（７）また、本発明は、上記（５）又は（６）記載の発光体において、前記第１の制御
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手段は、前記第２の制御手段がいずれかの前記発行手段を制御している場合、前記発光手
段の発光状態を継続させることを特徴とする発光体である。
【００２７】
　（８）また、本発明は、上記（１）から（７）のいずれかに記載の発光体において、前
記第１、第２、第３の色彩の発光手段のうち、少なくとも１種以上がＬＥＤであることを
特徴とする発光体である。
【００２８】
　（９）また、本発明は、上記（１）から（７）のいずれかに記載の発光体において、前
記第１、第２、第３の色彩の発光手段のうち、少なくとも１種以上がレーザーダイオード
（ＬＤ）であることを特徴とする発光体である。
【００２９】
　第２グループの発明
　本グループの発明は、ＩＲで明暗発光を行い、可視光によって色彩変化パターンの発光
を行う構成を採用する。
【００３０】
　（１０）本発明は、上記課題を解決するために、第１の色彩の発光手段と、第２の色彩
の発光手段と、第３の色彩の発光手段と、前記第１、第２、第３の色彩以外の第４の色彩
の発光手段と、前記第１の色彩の発光手段と、前記第２の色彩の発光手段と、前記第３の
色彩の発光手段と、を制御し、所定の色彩変化パターンで発光する色彩を変化させて発光
を行わせる第１制御手段と、前記第４の色彩の発光手段を制御し、所定の明暗変化パター
ンでその発光強度を制御する第２制御手段と、を含み、前記色彩変化パターンで所定のデ
ータＸを表し、前記明暗変化パターンで所定のデータＹを表し、前記第１、第２、第３の
色彩は可視光であり、前記第４の色彩は、可視光以外の波長帯域の色彩であることを特徴
とする発光体である。
【００３１】
　（１１）本発明は、上記（１０）に記載の発光体において、前記第１、第２、第３の色
彩の発光手段から発する光を集光する集光手段と、前記第１、第２、第３の色彩の発光手
段と前記集光手段との間に設けられた光路分割手段と、を含み、前記光路分割手段は、前
記第１、第２、第３の色彩の発光手段が発する光を前記第４の色彩の発光手段が発する光
と同軸の方向に反射し、前記第１、第２、第３の色彩の発光手段が発する光と、前記第４
の色彩の発光手段が発する光とが、前記集光手段を介して同軸に放射されることを特徴と
する発光体である。
【００３２】
　（１２）また、本発明は、上記（１０）又は（１１）記載の発光体において、前記第４
の色彩は、赤外光（ＩＲ）であることを特徴とする発光体である。
【００３３】
　（１３）また、本発明は、上記（１０）～（１２）のいずれかに記載の発光体において
、前記第１、第２、第３、第４の色彩の発光手段のうち、少なくとも１種以上がＬＥＤで
あることを特徴とする発光体である。
【００３４】
　（１４）また、本発明は、（１０）～（１２）のいずれか１項に記載の発光体において
、前記第１、第２、第３、第４の色彩の発光手段のうち、少なくとも１種以上がレーザー
ダイオード（ＬＤ）であることを特徴とする発光体である。
【００３５】
　第３グループの発明
　上記発光体において、データＸとデータＹとの関係について、技術的特徴を付加した発
明である。
【００３６】
　（１５）また、本発明は、（１）～（１４）のいずれかに記載の発光体において、前記
データＸと、前記データＹは互いに相関しており、データＹに対して、予め定められた演
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算処理を施すことによって、前記データＸが導き出されることを特徴とする発光体である
。
【００３７】
　（１６）また、本発明は、上記（１５）記載の発光体において、前記データＸは、その
発光体を表す固定のＩＤであり、前記データＹの中には、前記データＸが所定の箇所に埋
め込まれていることを特徴とする発光体である。
【００３８】
　第４グループの発明
　これまで述べてきた発光体からの光を受光して原データを復号する受光装置の発明であ
る。
【００３９】
　（１７）本発明は、上記（１）～（９）のいずれか１項に記載の発光体からの発光を受
光し、前記データＸ及びデータＹを得る受光装置において、所定の光学系と、前記光学系
が結像した像の位置に配置され、前記結ばれた像を検出するエリアセンサと、光電変換素
子と、データ復号手段と、を有し、前記光電変換素子は、前記発光を受光し、前記明暗波
形を検出し、前記データ復号手段は、この明暗波形から前記データＹをデコードし、前記
エリアセンサは、前記光学系が結ぶ画像を検出し、前記データ復号手段は、この画像中の
領域であって、所定の色彩変化パターンで変化する領域の位置を求めるととともに、前記
色彩変化パターンをデコードして、前記データＸを求めることを特徴とする受光装置であ
る。
【００４０】
　（１８）また、本発明は、上記（１７）に記載の受光装置において、前記所定の光学系
と、前記エリアセンサとの間に設けられた光路分割手段、を含み、前記光路分割手段によ
って分割された一部の光が前記光電変換素子に導かれ、前記光電変換素子は、前記導かれ
た光の明暗波形を検出し、前記データ復号手段は、この明暗波形から、前記データＹをデ
コードし、前記光路分割手段に分割された一部の光以外の残りの光は前記エリアセンサに
受光され、前記エリアセンサは、前記残りの光が結ぶ画像を検出し、前記データ復号手段
は、この画像中の領域であって、所定の色彩変化パターンで変化する領域の位置を求める
ととともに、前記色彩変化パターンをデコードして、前記データＸを求めることを特徴と
する受光装置である。
【００４１】
　（１９）また、本発明は、上記（１７）又は（１８）記載の受光装置において、前記光
路分割手段は、ハーフミラーであることを特徴とする受光装置である。
【００４２】
　（２０）また、本発明は、上記（１７）～（１９）のいずれかに記載の受光装置におい
て、前記光電変換素子は、フォトダイオードであることを特徴とする受光装置である。
【００４３】
　（２１）また、本発明は、上記（１７）～（２０）のいずれかに記載の受光装置におい
て、前記光電変換素子と、前記光路分割手段と、の間には前記明暗波形が重畳されている
色彩のみを透過する第１の色彩フィルタが設けられていることを特徴とする受光装置であ
る。
【００４４】
　第５グループの発明
　第２グループの本発明に対応する受光装置の発明は、以下の通りである。
【００４５】
　（２２）本発明は、上記課題を解決するために、上記（１０）～（１４）のいずれかに
記載の発光体からの発光を受光し、前記データＸ及びデータＹを得る受光装置において、
所定の光学系と、前記光学系が結像した像の位置に配置され、前記結ばれた像を検出する
エリアセンサと、光電変換素子と、データ復号手段と、を有し、前記光電変換素子は、前
記発光を受光し、前記明暗波形を検出し、前記データ復号手段は、この明暗波形から、前
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記データＹをデコードし、前記エリアセンサは、前記光学系が結ぶ画像を検出し、前記デ
ータ復号手段は、この画像中の領域であって、所定の色彩変化パターンで変化する領域の
位置を求めるととともに、前記色彩変化パターンをデコードして、前記データＸを求める
ことを特徴とする受光装置である。
【００４６】
　（２３）また、本発明は、上記（２２）記載の受光装置において、前記所定の光学系と
、前記エリアセンサとの間に光路分割手段が設けられ、前記光路分割手段によって分割さ
れた一部の光線が導かれた前記光電変換素子は、前記導かれた光の明暗波形を検出し、前
記データ復号手段は、この明暗波形から、前記データＹをデコードし、前記光路分割手段
によって分割された残りの光線が導かれた前記エリアセンサは、前記残りの光線が結ぶ画
像を検出し、前記データ復号手段は、この画像中の領域であって、所定の色彩変化パター
ンで変化する領域の位置を求めるととともに、前記色彩変化パターンをデコードして、前
記データＸを求めることを特徴とする受光装置である。
【００４７】
　（２４）また、本発明は、上記（２３）に記載の受光装置において、前記データ復号手
段が求めた前記所定の色彩変化パターンの領域の位置を入力し、前期位置が前記光電変換
素子の視野角内に位置するように、前記所定の光学系の光軸を制御すする光軸制御手段、
を含み、前記発光体が発する光のうち、前記光路分割手段によって分割された一部の光線
を、前記光電変換素子に導入することを特徴とする受光装置である。
【００４８】
　（２５）また、本発明は、上記（２２）から（２４）のいずれかに記載の受光装置にお
いて、前記光路分割手段は、ハーフミラーであることを特徴とする受光装置である。
【００４９】
　（２６）また、本発明は、上記（２２）～（２５）のいずれかに記載の受光装置におい
て、前記光電変換素子は、フォトダイオードであることを特徴とする受光装置である。
【００５０】
　（２７）また、本発明は、上記（２２）～（２６）のいずれかに記載の受光装置におい
て、前記光電変換素子上に赤外線透過フィルタが設けられていることを特徴とする受光体
である。
【００５１】
　（２８）また、本発明は、上記（２２）～（２６）のいずれかに記載の受光装置におい
て、　前記エリアセンサ上に赤外線カットフィルタが設けられていることを特徴とする受
光体である。
【００５２】
　（２９）また、本発明は、上記（２２）～（２８）のいずれかに記載の受光装置におい
て、前記データ復号手段は、前記データＹに所定の処理を施して、前記データＸを得、前
記データＹを、この得られたデータＸが対応する領域の位置のデータＹであると認識する
ことを特徴とする受光装置である。
【００５３】
　（３０）また、本発明は、上記（２４）に記載の受光装置に、前記発光体が発する光を
導入する方法において、前記データ復号手段が前記所定の色彩変化パターンの領域の位置
を求めるステップと、前記光軸制御手段が、前記位置が前記光電変換素子センサの視野角
内に来るように前記所定の光学系の光軸を制御するステップと、を含み、前記発光体が発
する光のうち、前記光路分割手段によって分割された一部の光線を、前記光電変換素子に
導入する方法である。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明によれば、色彩変化発光に明度変化波形を重畳することで発光位置が判別でき、
且つ高速データを通信できる手段を得ることができる。
【００５５】



(8) JP 5537841 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

　また、色彩変化発光とは別の波長帯域において（赤外線等）明度変化波形を送信し、そ
れらが送信するデータの間に一定の関連性を持たせた。したがって、色彩変化波形と明度
変化波形とを重畳した場合と同様に、発光位置の特定と高速なデータ通信を同時に実現す
ることができる。
【００５６】
　また、複数の発光体に同時に発光させ、これらの光を同時に受光し、各々の発光体を区
別して各発光体毎のデータと位置を認識することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】色彩変化発光の概念と、それに重畳する明暗変化発光（明暗波形）の概念を示す
概念図である。
【図２】発光体の構成図である。
【図３】複数の光源（発光体）からの複数投光を受光することができる受光光学系の概念
図である。
【図４】Ｒの一部に明暗波形が重畳されている一例を示す説明図であり、特に、Ｒ発光の
期間が延長されている例を示す説明図である。
【図５】ＩＲを、色彩変化に用いるＲＧＢ等と重畳して同位置から発光させるように構成
した発光体の構成図である。
【図６】図５の発光体の発光形態の様子を示すタイムチャートである。
【図７】ＩＲ重畳発光を受光する受光手段の一例を示す構成図である。
【図８】ＬＤから発光される光と、ＬＥＤから発光される光とを重畳して同位置から発光
されるように構成した発光体の構成図である。
【図９】全ての色彩をＬＤで発光させ、各ＬＤから発光される光を重畳して同位置から発
光させるように構成した発光体の構成図である。
【図１０】受光装置の光学系の構成の他の例を示す説明図である。
【図１１】光源の導入動作の例を示す説明図である。
【図１２】発光部と受光部が一体となった光学系の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　以下、本発明の好適な実施の形態を図面に基づき説明する。
【００５９】
　Ａ．第１実施の形態
　第１　原理（色彩変化発光と、明暗波形との組み合わせ）
　１－１　色彩変化発光
　色彩変化発光とは、色彩を時間の経過とともに変化させ、その変化によってデータを表
させる技術であり、本願発明者は、既に上記９７３号特許においてこの技術を特許出願し
ている。
【００６０】
　図１には、この色彩変化発光の概念図が示されている。３本の各列は、Ｒ（赤）、Ｇ（
緑）、Ｂ（青）を各色彩の光の発光／消灯状態を表しており、横軸は、時間の経過（右側
に向かって時間が経過していく）を表す。
【００６１】
　この図１に示すように、色彩変化発光は、ＲＧＢ等の異なる色彩を所定の順番で交互に
「色彩変化」させて発光させる。この色彩の変化がデータを表し、いわゆる自動認識コー
ド等を実現できるものである。
【００６２】
　ここで、自動認識コードとは、いわゆるバーコードや、近年のＲＦＩＤ等のように、対
象物に付されて、その対象物のＩＤや、各種情報を担持させるコードを言う。このような
自動認識コードによれば、商品（対象物）の情報が瞬時にコンピュータ等に取り込むこと
ができるので、スーパーマーケットのレジ（バーコード）や、物流の分野で広く用いられ
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ている。
【００６３】
　バーコード等は、白バーと黒バーとを並べるすなわち空間的に輝度（明度）を変化させ
てデータを表しているが、上記色彩変化の技術では、時間的に色彩を変化させてデータを
表している。
【００６４】
　明暗波形
　このような色彩変化の波形、例えばＲの波形に「明暗波形」を重畳させて、データ通信
速度の向上を図ることが考えられる。その概念が図１に示されている。
【００６５】
　明暗波形は、いわば輝度（明度でも良い）の変化であり、このような輝度の変化を用い
てデータ通信を行うことは、典型的には光ファイバ等で従来から行われている。また、レ
ーザー光を用いた遠距離通信技術等も知られているが、これも光の輝度変化によって、デ
ータを表すものである。
【００６６】
　本実施の形態では、これら輝度（明度）変化を用いたデータ通信を行うための光の強度
変化を表す波形を、便宜上「明暗波形」又は「明暗変化パターン」と呼ぶ。
【００６７】
　本実施の形態において特徴的なことは、このように、「色彩変化」の波形の一部又は全
部に、「明暗変化」によるデータ通信を重畳させたことである。
【００６８】
　この結果、本願発明者が上記９７３号特許において既に提案した色彩変化発光を用いて
対象物の位置検出を行いつつ、高速なデータ通信を行うことが可能である。
【００６９】
　このとき、「色彩変化」発光が表すデータをＸ、「明暗波形」信号が表すデータをＹと
する。通常、「明暗波形」は高周波化が可能なので、表すことができるデータ量について
言えば、
　データ量（Ｙ）　＞＞　データ量（Ｘ）
である。
【００７０】
　ここで、本実施の形態では、データ「Ｙ」とデータ「Ｘ」との間に所定の関連性を持た
せている。このような関連性を持たせることによって、ＸとＹとを結びつけることができ
、その結果、対象物の位置の検出とともに、その対象物に関するデータであるＹを高速に
取得することができたものである。
【００７１】
　このような関連性を設ける簡単な例としては、データ「Ｙ」の中に結びついている「Ｘ
」を記載しておけば良い。又は、データ「Ｘ」の中に、結びついている「Ｙ」を記載して
おいても良い。
【００７２】
　より正確な処理を行うためには、データ「Ｙ」に所定の数学的処理を施すことによって
、「Ｘ」を導けるようにＸとＹの関係を規定しておくことが好適である。このような数学
的処理は、特許請求の範囲の「演算処理」の好適な一例に相当する。
【００７３】
　発光体の構成
　さて、図１に示すような、色彩発光中の所定の１色に明暗波形を重畳させることができ
る発光体の構成図が図２に示されている。
【００７４】
　図２に示すように、送信対象であるデータＸｋ、Ｙｋが、それぞれ記憶手段１０ａ、１
０ｂに格納されている。これらは例えばフラッシュメモリ等であり、別体ではなく、同一
の記憶手段を用いても良い。
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【００７５】
　第１制御手段１２ａは、データＸｋの内容に基づき、色彩変化パターンを形成し、この
パターンに基づき、Ｒ、Ｇ、Ｂの発光状態を表す信号を出力する。これらの信号は例えば
、「１」なら発光を表し、「０」なら消灯を表す信号である。
【００７６】
　一方、第２制御手段１２ｂは、データＹｋの内容に基づき、明暗変化パターンを形成し
、このパターンに基づき、Ｒの発光状態を表す信号を出力する。
【００７７】
　次に、Ｒドライバ１４ａは、第１制御手段１２ａ、第２制御手段１２ｂ、からのそれぞ
れの信号を受信し、いずれか一方の信号が「発光」を表す場合（例えば、両信号が「１」
である場合）にのみ、赤色ＬＥＤ１６ａを発光させる。データのコーディング手法によっ
ては、第２制御手段１２ｂからの信号は反転させてからＲドライバに供給しても良い。
【００７８】
　いずれにしても、第１制御手段１２ａからの信号が「発光」を指示する場合に、第２制
御手段１２ｂからの信号が重畳されて、赤色ＬＥＤ１６ａに加えられる。
【００７９】
　本実施の形態において特徴的なことは、このようにして、赤色ＬＥＤ１６ａが発光して
いるときに、所定のデータを高速で通信するための明暗波形が赤色ＬＥＤ１６ａの発光に
重畳されることである。このような構成によって、フォトダイオード等の受光素子が赤色
の光を受光し、明暗波形を取り出すことによって、データＹｋを高速に受信することが可
能になる。その一方、ＣＣＤ等が赤、青、緑の色彩変化パターンを検出して、データＸｋ
を取得する。
【００８０】
　Ｂドライバ１４ｂは、第１制御手段１２ａからの信号に基づき、所定の色彩変化パター
ンで、青色ＬＥＤ１６ｂを駆動し、発光、消灯を行わせる。同様に、Ｇドライバ１４ｃは
、第１制御手段１２ａからの信号に基づき、所定の色彩変化パターンで、緑色ＬＥＤ１６
ｃを駆動し、発光、消灯を行わせる。
【００８１】
　なお、図２の例では、Ｘｋ、Ｙｋのデータそのものを格納しているが、発光パターンで
ある明暗波形及び色彩変化パターンを格納しても良い。また、図２の記憶手段１０ａ１０
ｂは一体に構成しても良い。また、第１制御手段１２ａ、第２制御手段１２ｂも単一のプ
ロセッサが双方の動作を実現することも好適である。更に、図２では、Ｒ、Ｇ、Ｂの各Ｌ
ＥＤを用いる例を示したが、いわゆるフルカラーＬＥＤを用いて３色の光を単一の発光手
段で発光させてもかまわない。
【００８２】
　１－２　複数の発光体
　特に、上記色彩変化発光の発光体が１～ｎまでｎ個存在したとき、データ「Ｙｋ」から
一意的にデータ「Ｘｋ」が導き出せるようにしておけば、どのＸｋとどのＹｋが組み合わ
せられるか識別することができる。ここで、ｋは１～ｎの整数である。
【００８３】
　そのような演算処理は種々存在する。例えば、ハッシュ関数を用いて、Ｙｋから、Ｘｋ
を求めることも好適である。その他、種々の関数を利用することが可能である。用途によ
っては、その関数処理を秘密化しておき、暗号通信のごとき構成を採用することも好適で
ある。
【００８４】
　ところで、色彩変化で表されるデータ「Ｘ」は通常その発光体（又は、発光体の付され
た物体）固有のＩＤであるケースが多い。これは、上述したように、色彩変化の変化速度
をＣＣＤ等でキャプチャするので、高速なデータ通信が困難なため、ＩＤ程度の小規模な
データとして利用することが多いためである。
【００８５】
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　このため、そのＩＤに対応する一定の発光パターンを繰り返し発光するように構成する
ことが好適である。
【００８６】
　１－３　データ「Ｙ」を表す明暗波形の埋め込みの手法
　したがって、その発光パターンの中では、Ｒが現れる回数とタイミングは予め決定され
ている。これを考慮すれば、例えば、Ｒに「明暗波形」を重畳する場合、通常、一回のＲ
の発光を単位として明暗波形を埋め込むか、又は、上記パターンの１サイクルを一つの単
位として明暗波形を埋め込むか、のいずれかとすることがシンプルで好適である。
【００８７】
　図１では、１回のＲ発光毎に、データ「Ｙ」を表す明暗波形を埋め込んでいく例が示さ
れている。また、例えば、パターンの１サイクル上でＲ発光が１２回出現する場合、波形
データ「Ｙ」を１２分割して各Ｒに重畳することが好適な一例として考えられる。また、
６分割して、Ｒ発光２回あたり１回データを重畳させることも好適である。
【００８８】
　なお、この「Ｒ発光２回あたり１回データを重畳させる」という例は、請求の範囲の記
載において、「発光強度を制御する対象である発光手段が発光している期間のうち、一部
の期間においてのみその発光強度を制御する」という動作の一例に相当する。
【００８９】
　逆に、データ「Ｙ」を２４分割して、それらをＲ発光毎に埋め込めば、発光パターンの
２サイクルで、データ「Ｙ」を表すことが可能である。この場合も、パターンの１サイク
ル上でＲ発光が１２回出現する場合を前提としている。
【００９０】
　１－３－１　１回のＲ発光に対して、データ「Ｙ」を表す明暗波形を埋め込む場合
　データ「Ｙ」のデータ量にも依存するが、一般的な商品管理情報の場合は、１回のＲ発
光中で、データ「Ｙ」を全て埋め込める場合も多い。なお、データ量が多い場合は、後述
する図４に示すように、重畳するＲの発光時間を他に比べて長くとることも大変好ましい
。
【００９１】
　色彩変化パターンを利用する場合は、各色彩の発光時間の自由度が高いので、送信する
データ量に応じて、発光時間を調整することができる。言い換えれば、「色彩変化」の場
合、色彩の変化・遷移に基づき「Ｘ」を表し、また検知を行うので、読み取られるデータ
は、各色彩の発光時間には直接依存しないという性質を有するためである。なお、このよ
うに、各色彩の発光時間の変動がデータに影響を及ぼさないことは、色彩変化発光の良好
な特性の一つである。
【００９２】
　１－４　埋め込む対象の色彩
　これまでは、色彩のＲの発光に明暗波形を埋め込む例を示したが、波形データを重畳す
る色彩は必ずしもＲである必要はない。ＢやＧに埋め込むことも好適である。
【００９３】
　１－４－１　３色のうちいずれか１色に対する埋め込み
　このように、ＢやＧに明暗波形を埋め込んでもかまわない。更に、３色として、本例の
ようにＲＧＢを選択する必要はなく、Ｃ（シアン）、Ｍ（マゼンタ）Ｙ（イエロー）等の
色彩を用いることも好適である。また、他の任意の３色でもかまわない。
【００９４】
　また、色彩の数に特段の制限はない。環境によっては、２色でも良いし、条件さえ許せ
ば４色以上の色彩を用いてもかまわない。
【００９５】
　更に、必ずしも可視光に限られず、赤外光や紫外光を含む色彩を利用することも好適で
ある。この場合は、赤外線や紫外線も色彩の１種として考えている。広く色彩とは「波長
」であると考えても良い。なお、赤外線や紫外線を用いる場合は、それらの光を検知でき
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るセンサ、ＣＣＤ等を用いることは言うまでもない。
【００９６】
　１－５　３色全色に対する埋め込み
　更に、１色にだけでなく全色に「明暗波形」を重畳することも好適である。
【００９７】
　この場合、明暗波形を受光する素子は、３波長を受光可能な素子を利用することが必要
である。このような素子の例が、次に述べる図３の受光素子として示されている。
【００９８】
　なお、３波長の光を受光する単一の素子の代わりに、複数の受光素子をそれぞれに光路
分割手段とともに配置し、各波長光をそれぞれ分担して受け取る方式なども考えられる。
【００９９】
　１－６　複数の発光体からの光を受光する装置構成（概念図）
　図３には、上記複数の光源（発光体）からの複数投光を受光することができる受光光学
系の概念図、その受光装置の概念図が示されている。
【０１００】
　図３に示すように、まず、結像光学系２０によって、色彩発光による光はＣＣＤ等のエ
リアセンサ２２上に結像する。
【０１０１】
　ここで発光体Ａの像はＡ’、発光体Ｂの像はＢ’の位置に結像する。この位置はエリア
センサ２２の出力信号を解析することによって容易に認識することができる。これは、す
なわち、画像処理によって、所定の色彩変化が生じている領域・位置を上記Ａ’、Ｂ’と
して認識することである。同時に、各像Ａ’、Ｂ’の色彩変化から、色彩変化によって表
されたデータ、すなわちＸを認識することができる。
【０１０２】
　この動作は、色彩変化発光によって、発光体の位置を求める動作であり、本願発明者が
既に特許出願をした内容である。
【０１０３】
　簡単に言えば、図示されていないデータ復号手段が、画像処理を行うことによって、所
定の色彩変化を生じている領域を検出して、発光体の位置を求める動作である。このよう
なデータ復号手段は、コンピュータ等を用いて構成することが好ましいが、画像処理を行
い、色彩があるパターンで変化していく領域を見つけ出すことができる手段であればどの
ような手段でもかまわない。また、このデータ復号手段は、この検出した色彩の変化パタ
ーンからそのパターンが表すデータ、すなわち上述したデータＸを復号する。この結果、
データ復号手段は、発光体の位置を求めるとともに、その発光体のＩＤ（すなわちデータ
Ｘ）を得ることができる。
【０１０４】
　更に、本実施の形態において特徴的なことは、光学系内に設けられたハーフミラー２４
の光路分割手段で、一部の光がエリアセンサ２２ではない一般的な受光素子２６に導かれ
ていることである。そして、この受光素子２６によって、上述した明暗波形が検出される
のである。
【０１０５】
　この受光素子２６は、上述したように、フォトダイオード、フォトトランジスタなどの
一般的な光センサが用いられる。なお、本例では、Ｒ光に明暗波形が重畳されているため
、受光素子２６の前面には、Ｒの波長付近の光のみを透過する色彩フィルタが設けられて
おり、ノイズの影響を受けにくく構成している。
【０１０６】
　さて、受光素子２６は、上述のごとくフォトダイオード等の光電変換素子であり、信号
上に重畳された「明暗波形」に対して広範囲な周波数帯域にわたって光電変換を行う。ご
く一般的なフォトダイオード等を用いれば、数ＭＨｚ以上の周波数の波形変化を検知する
ことができる。そのため、上述した色彩変化によるデータの通信（数１０Ｈｚ程度の周波
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数による通信）に比して、はるかに大量のデータ通信を行うことができる。
【０１０７】
　この受光素子２６上では発光体Ａの光像はＡ’’となり（図３参照）、受光素子２６に
より光電変換された電気信号（波形）をデコード処理すれば、原データ「ＹＡ」が得られ
る。このように、光の明暗波形で、データを通信する技術は、従来から光ファイバ等で用
いられているので、その技術をそのまま利用すれば良い。より広くとらえれば、信号のＯ
Ｎ／ＯＦＦでデジタルデータを送る技術は、ＣＤやＤＶＤその他の広い分野で利用されて
いるので、目的やデータ量等に応じてそれらの符号化・復号化技術、変調・復調技術を用
いれば良い。
【０１０８】
　次に、発光体Ｂの光像は受光素子２６上でＢ’’となり（図３参照）、これによって得
られた電気信号をデコード処理すれば、原データ「ＹＢ」が得られる。
【０１０９】
　なお、本例のように複数の「明暗波形」が同時に発光を行い、それらを事実上同時に受
信する場合は、一般的な変調・復調技術を利用して、それぞれの発光信号を識別すること
が好適である。例えば、上記発光体Ａは、明暗波形を１０００ｋＨｚで振幅変調して出力
し、発光体Ｂは明暗波形を１２００ｋＨｚで振幅変調して出力することが好適な一例であ
る。このように発光信号を変調しておき、受光側で１０００ｋＨｚで復調すれば発光体Ａ
の信号が得られ、受光側で１２００ｋＨｚで復調すれば発光体Ｂの信号が得られることは
容易に理解できよう。
【０１１０】
　その他、既に知られている様々な変調・復調方式を応用すれば、数多くの発光体を容易
に分離可能であることは明らかである。
【０１１１】
　ここで、先に述べたように、本実施の形態では、明暗波形から得られたＹＡ，ＹＢから
一意的にＸＡ，ＸＢが包含されていることが判明するので、ＹＡはＸＡと関連づけられて
いることが認識される。更に、ＹＡは、ＣＣＤ上のＸＡの位置と関連づけられて認識され
る。
【０１１２】
　同様にＹＢはＸＢと関連づけられ、更にＣＣＤ上のＸＢの位置と関連づけられて認識さ
れる。
【０１１３】
　本実施の形態では、例として「ＹＡ，ＹＢから一意的にＸＡ，ＸＢが包含されている」
ことを挙げたが、ＹＡ，ＹＢから一意的にＸＡ，ＸＢが求められ関連性を認識できれば、
どのような手段を用いても良い。
【０１１４】
　ところで、明暗波形を受光する受光素子２６上では図３に示すように、発光体Ａ、発光
体Ｂの受光素子に対する像であるＡ’’，Ｂ’’が同時に受光されるので、受光素子２６
で得られる受光信号は両者の波形信号の和となる。しかしながら、例えば、通常のラジオ
放送の信号の検波等と同様に、ベース周波数を異ならせておく等の方式で容易に分離可能
であり、ＡＢの同時受信は分離に障害とならない。例えば、上述したように、搬送周波数
を異なる周波数として変調を行い、受信した信号から所定の搬送周波数の信号のみを復調
・検波することによって、発光体Ａからの信号と、発光体Ｂからの信号とを容易に分離す
ることができる。
【０１１５】
　１－７　発光時間の調整
　図４には図１等で既に説明したように、Ｒの一部に明暗波形が重畳されている一例を示
す説明図である。縦軸は、光の強度（輝度）であり、いわゆる明暗を表す。横軸は時間の
経過を表し、左から右へ時間が進む。
【０１１６】
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　先に述べたように、色彩変化発光によるＩＤ検知は、色彩変化（遷移）を検出してその
順番でコードを表す考え方に基づくものであり、発光の時間そのものには特段の規定はな
い。そのため、一部の発光時間が長くなってもかまわない。色彩変化発光では、各色彩の
発光時間を自由に選ぶことができるように構成したので、環境（明るい、暗い、迷光が多
い、迷光が少ない、周囲の輝度変化が激しい・・・など）に応じて、発光時間を選択でき
、且つ、送信中でもリアルタイムに調整できるので、効率の良い正確な通信が可能である
。
【０１１７】
　そこで、本実施の形態でも、例えば、Ｒの発光時間を一時的に又は恒常的に調整（長く
）することができる。これは、請求の範囲に記載の、第１の制御手段が、第２の制御手段
がいずれかの発光手段を制御している場合、「発光手段の発光状態を継続させる」という
動作の好適な一例に相当する。
【０１１８】
　図４では、Ｒの一箇所の発光時間を延ばし、その部分に波形を重畳させる例を示してい
る。
【０１１９】
　１－８　ＩＲ重畳発光
　さて、図４や図１等で示してきたように、色彩変化発光で用いている色彩の一部又は全
部に明暗波形を重畳する例を説明してきた。しかし、色彩変化発光で用いる色彩（ここで
はＲＧＢ）以外に、明暗波形を伝送する色彩として赤外光（ＩＲ）を用いて、このＩＲを
前記ＲＧＢに重畳させることも好適である。
【０１２０】
　この場合、受光側では受光素子２６がＩＲの受光素子として構成することが好適である
。また、受光素子２６の前面の色彩フィルタ２８をＩＲフィルタ等に置き換えることが好
適であろう。
【０１２１】
　一方、発行側では、色彩変化発光を重畳した赤外光（ＩＲ）を、ＲＧＢ等の色彩変化に
用いるＲＧＢ等の色彩と同じ位置から発光するように工夫する必要がある。
【０１２２】
　図５には、このようにＩＲを、色彩変化に用いるＲＧＢ等と重畳して同位置から発光さ
せるように構成した光学系（発光体）の構成図が示されている。この図５の例では、ＩＲ
の発光源以外にＲＧＢ発光源（ＬＥＤ等）が厳密に位置関係を同じくするために光軸上に
ハーフミラーを設けて、外部から見て、両者の光軸が一致するように構成している。
【０１２３】
　図５に示すように、まず、赤外線発光素子３０が明暗波形の信号を受信して、明暗波形
が施された赤外光を発する。なお、図示されてはいないか、図５の赤外線発光素子３０に
は、その赤外線発光素子３０を駆動するドライバが接続されており、更にそのドライバに
は、図２における第２制御手段１２ｂの信号が供給されている。このような構成によって
赤外線発光素子３０から発せられた赤外線は、投光レンズを介して外部に放出される。
【０１２４】
　本実施の形態において特徴的なことは、この赤外線の光軸の途中に４５度傾いたハーフ
ミラー３４が設けられていることである。このハーフミラー３４は、図５のＲＧＢ３色発
光ＬＥＤ３６が発する色彩変化の光を、上記赤外線と同方向に反射する。
【０１２５】
　この結果、色彩変化に用いるＲＧＢ光を、赤外線と同位置から同方向に放射することが
可能である。
【０１２６】
　なお、図５のＲＧＢ３色発光ＬＥＤ３６は、図２におけるＬＥＤ１６ａ、１６ｂ、１６
ｃと同等の役割を果たす。また、図２と同様に、このＲＧＢ３色発光ＬＥＤ３６にも、所
定のドライバが接続されており、このドライバがＲＧＢ３色発光ＬＥＤを駆動する。そし
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て、このドライバには図２と同様に第１制御手段が接続される。図示されていないその他
の構成も図２と同様である。
【０１２７】
　このような図５による発光形態の様子が図６のタイムチャートに示されている。
【０１２８】
　この図６では、上段から、ＩＲ（赤外光）、Ｒ、Ｇ、Ｂの各光の発光強度（輝度）変化
が示されており、横軸は時間の経過である。左から右に向かって時間が経過している。
【０１２９】
　さて、図６に示すように、色彩変化で用いるＲＧＢ以外の発光であるＩＲ光はそのまま
で明暗波形を伝えることが可能である。言い換えれば、ＲＧＢとは形式的には独立してデ
ータ通信を行える。ただし、下記に述べるように、両者には一定の関連性を備えさせてい
るので、発光体の位置と、ＩＲで送信するデータとを組み合わせて認識することが可能で
ある。
【０１３０】
　１－９　ＩＲ重畳発光受光部
　明暗波形を乗せる対象としてＩＲを利用し、このＩＲを色彩変化の光（例えばＲＧＢ）
と重畳して発光させる場合を上で説明したが、これを受光する装置の構成を説明する。
【０１３１】
　図７には、上記ＩＲ重畳発光を受光する受光部の構成の一例を示す構成図が示されてい
る。上述した図３と同様に、光軸上に設けられたハーフミラー４０で光路が分割され、一
部の光は、エリアセンサ４２上に導かれ、他の一部の光は受光素子４４に導かれる。この
ような点では、図３と同様である。
【０１３２】
　ここで、受光素子４４上には赤外透過フィルタ４６を設け、赤外線のみを受光素子４４
に供給することが分離の点で好ましい。同様に、エリアセンサ４２上には赤外カットフィ
ルタ４８を設けておけば、赤外光と色彩変化光との分離がより確実になるので好ましい。
【０１３３】
　もちろん、受光素子４４が、赤外線のみに感度を有し、通常の可視光には全く反応しな
い特性を予め有している場合は、上記赤外透過フィルタ４６は不要である。同様に、エリ
アセンサが可視光のみに感度を有し、赤外光を全く検知しないのであれば、上記赤外カッ
トフィルタ４８は省略することができる。
【０１３４】
　このような構成によって、受光素子４４から赤外光に乗った明暗波形の信号を得て、こ
の信号をデコードすることによって、データ「Ｙｋ」を得ることができる。また、エリア
センサ４２の出力する画像信号から、所定の色彩変化パターンが生じている領域の位置（
ポジション：図７参照）を検知することができ、且つ、検出した色彩変化パターンをデコ
ードすることによって、データ「Ｘｋ」を得ることができる。
【０１３５】
　１－１０　データ「Ｘ」とデータ「Ｙ」の関係
　以上述べたように、本発明は、色彩変化パターンによる通信に明暗波形による通信を組
み合わせて、データ速度の向上を図ることができる。データ速度は、明暗波形による通信
の方が大きいので、送ろうとする主たるデータはデータ「Ｙ」に乗せて通信されることが
多くなると考えられる。
【０１３６】
　この主たるデータとしては、例えば、ＩＤや固定された同一のファイルデータのように
、同一で変化しないものを繰り返し送出するケースと、いわゆる汎用の通信のように時間
の経過とともに不定に変化するケースと、の２種のケースが考えられる。
【０１３７】
　いずれのケースも、位置関係（すなわち、データ「Ｘｋ」側のデータ）との合致が得ら
れることが本発明では重要な点である。したがって、いずれのケースでも「Ｙ」について
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所定の処理を行うことによって「Ｘ」が得られる必要がある。
【０１３８】
　（１）「Ｙ」として送信したいデータが単一のデータの繰り返しの場合
　例えば、
　「Ｘ」＝「１２３」、
　「Ｙ」を用いて送出したいデータが＝「ａｂｃｄｅｆｇｈｉｊｋｌｍｎ」
の場合を検討しよう。
【０１３９】
　さて、「Ｙ」は、「Ｘ」と関連づけるため、「Ｙ」を、「１２３　ａｂｃｄｅｆｇｈｉ
ｊｋｌｍｎ」と設定し、これを繰り返して送信することが簡単な例の一つとして考えられ
る。
【０１４０】
　この場合、「Ｙ」は、「１２３ａｂｃｄｅｆｇｈｉｊｋｌｍｎ１２３ａｂｃｄｅｆｇｈ
ｉｊｋｌｍｎ…」と一定周期のデータが送られることになる。
【０１４１】
　このように、一定周期毎に「Ｘ」である「１２３」を含ませたデータを作成し、所定の
ルールを定めて「１２３」を数学的に導く手法を採用することが好ましい。簡単な例で行
うには、この場合は数字を「Ｘ」と見なし、それ以外のアルファベット等が送信者が送信
したいデータであると認定することが考えられる。言い換えれば、Ｘとして使用できるパ
ターン、Ｙとして利用できるパターンを、それぞれ予め決めておけば、受信側では容易に
それらを分離することが可能である。
【０１４２】
　所定のデータ中に他のデータを埋め込み、後にそのデータを取り出す数学的な手法は種
々知られているので、従来から知られているそのような既存の方法を採用することが好適
である。
【０１４３】
　例えば、ＣＲＣ演算のような所定の巡回演算式を決めておき、その計算式で求めた数値
が「Ｘ」であるように、一定周期毎にチェックデータを付加していくことなどが好適であ
る。その他、既存の音声データや画像データ中に所定のＩＤを埋め込んでおき、著作権の
チェック等も行われているが、そのようなデータの埋め込み技術を利用することも好適で
ある。
【０１４４】
　（２）「Ｙ」として送信したいデータが、汎用の通信データであった場合。
【０１４５】
　また「Ｙ」として送信したい対象がいわゆる汎用の通信（電話通信、ニュース通信、イ
ンターネット上のメールの通信等）であった場合は、同一データの繰り返しは期待できな
い。
【０１４６】
　この場合も、例えば一定の周期毎に
　１２３ａｂｃｄｅｆｇｈｉｊｋｌｍｎ
　１２３ｆｇｈｉｊｋｌｍｎｏｐｑｒｓ
　１２３ｘｙｚａｂｃｄｅｆｇｈｉｊｋ…
　のように、所定のデータ（例えば「Ｘｋ」そのもの、又は、「Ｘｋ」に所定の演算処理
を施したもの）を挿入して、「Ｙｋ」を構成する等の方法が考えられる。上の例では、「
１２３」が「Ｘｋ」の一例に相当する。上の例では、「Ｘｋ」そのもの（「１２３」）を
埋め込む例を説明したが、所定の演算処理を加えたものを挿入していくことも好ましい。
【０１４７】
　（３）色彩変化パターンの時間変化
　一方、色彩発光パターンを順次変化させていくことも考えられる。これは、すなわち、
Ｘｋを順次変えていくことを意味する。例えば、「１２３」→「３２１」→「２３１」の
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ように所定の条件の下で、Ｘｋを順次変化させていくのである。　
　変化のさせ方にもよるが、どの部分がＸｋかを識別することが複雑になる場合も想定さ
れる。その場合、例えば「Ｙ」に、一定周期でマーカー符号（例えば「１１１」）を付加
することでデータの切れ目、ひいてはＸｋの位置を明示的に示すことが可能である。その
ような例を以下に示す。
【０１４８】
　１１１１２３ａｂｃｄｅｆｇｈｉｊｋｌｍｎ
　１１１３２１ｆｇｈｉｊｋｌｍｎｏｐｑｒｓ
　１１１２３１ｘｙｚａｂｃｄｅｆｇｈｉｊｋ…
　このように、区切りを表すマーカー符号とともに、Ｘｋを順次変化させていったものを
互いに隣接して挿入した。その結果、マーカー符号（「１１１」）を検出することによっ
て、それに隣接している「Ｘｋ」を順次変化させていったものを検出することができる。
そして、残りの部分を「Ｙｋ」であると認識することができる。
【０１４９】
　この結果、容易に「Ｘｋ」、「Ｙｋ」を認識することが可能である。このように、Ｘｋ
を順次変化させていくことは、例えばセキュリティ上大きな意味を有する。
【０１５０】
　（４）　Ｘｋの変化
　本実施の形態では、ＸｋとＹｋとに関連性を持たせることによって、どのＸｋとＹｋと
が組になるか知ることができた。その結果、Ｘｋから位置とＩＤ等のデータを得ることが
できるとともに、Ｙｋから比較的大量のデータを得ることができる。言い換えれば、高速
な通信を行うことができる。
【０１５１】
　しかし、用途によっては、Ｘｋは例えば、ＩＤ等として利用されるため、第３者にわか
りにくくすることが望まれる場合がある。そこで、上述した（３）で示した例ではＸｋを
順次変化させて、Ｘｋの値の真の値がどれかわかりにくくなるように設定したのである。
この結果、セキュリティの点から好ましい結果を得ることができる。
【０１５２】
　したがって、正当な利用者は、Ｘｋがどのように変化していくかある程度知っている必
要がある。少なくとも、変化したＸｋ’の値が、本来はＸｋであることが判明する程度に
、変化の手順を理解していく必要がある。
【０１５３】
　上で述べた例は、原Ｘｋの桁を組み替えていく、という「変化」のさせ方を採用してい
る。この変化のさせ方は種々のバリエーションが考えられるが、
　・組み替えはランダムに行わせれば、より他人にわかりにくくなる。　
　・正しい真のＸｋの値は、利用する対象物の数の個数分必要であるが、その各真の値は
、互いにそこに含まれる各桁の数が重複しないことが好ましい。例えば、Ｘ１は、「１２
３」であり、Ｘ２は「４５６」であり、Ｘ３は、「７８９」等のように選択する。
【０１５４】
　このように設定すれば、Ｘ１である「１２３」の桁を組み替えても、他のＸ２、Ｘ３の
値の桁を組み替えたものと重複しないことは明らかである。したがって、例えば、マーカ
ー符号に隣接する数が「５６４」であった場合は、直ちにそれはＸ２「４５６」であるこ
とが判明する。このように、そのような変化のさせ方を知っている正当な本人のみが識別
することが可能である。
【０１５５】
　特に、上述したように、組み替えをランダムにすれば、「４５６」→「５６４」→「４
６５」→「５４６」・・・のように、組み替えに一定の規則を設けずにランダムに行うこ
とによって、より他人にわかりにくくなり、セキュリティ上好ましい結果が得られる。
【０１５６】
　第２．まとめ
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　以上述べたように、色彩変化発光に明度変化波形を重畳することで発光位置が判別でき
、且つ高速データを通信できる手段を得ることができる。
【０１５７】
　また、同時に複数の発光体に対して、各々の発光体を区別し、各発光体毎のデータと位
置を認識することが可能である。
【０１５８】
　２－１．　応用例１（新しい道路標識）
　本実施の形態において説明した発光体、及びその発光体が投光する光を検出する検出装
置を用いれば、例えば、新しい種類の道路標識を構成することが可能である。
【０１５９】
　例えば、道路の路側帯等に、上記発光体を標識として設け、一方、検出装置を、自動車
等の車両側に設けることが好適である。検出装置には車載カメラが接続され、複数の位置
にある上記発光体からなる標識を検出し、その位置とデータを得ることができる。
【０１６０】
　その結果、複数の標識のデータをその位置とともに得ることによって、路肩位置等の路
面情報を得て自動走行等に利用するとともに、重畳された詳細情報で路面状況や各種の規
制情報・交通情報・道路交通情報を得ることができる。その他、種々の応用が考えられる
。
【０１６１】
　例えば、色彩変化パターンによって、位置と近傍の路面情報（冬期は滑りやすい等）を
提供するととともに、明暗波形によって、その道路を中心とした一定の範囲の渋滞情報等
、多量でリアルタイムに提供することが必要な情報を提供すれば、より利便性の高い情報
を車両の運転者に提供することができる。
【０１６２】
　特に、本実施の形態で特徴的なことは、位置の情報とともに大量のデータを高速に通信
することが可能なことである。その結果、その車両位置との関連で大量のデータを得るこ
とができる。例えば、まさに今「目の前」にある各建造物の情報を、その建造物の位置と
の関連で大量にリアルタイムに取得することができるので、運転者にとって利便性の高い
仕組みを提供することができる。この場合は、道路標識というよりもむしろ建造物標識と
言うべきであろう。
【０１６３】
　２－２．　応用例２（移動車両の認識）
　更に、ＧＰＳ等の使用が難しい屋内や地下等で、動かす各種工事車両等に、本実施の形
態の発光体を設けることも好適である。中心の管理室に検出装置を配置し、各移動体を管
理することが好適である。この結果、各移動体（工事車両等）の個々の識別、位置確認と
運転にまつわる各種データ（燃料残量、回転数、傾斜等々）の取得を同時に行うことがで
きる。
【０１６４】
　すなわち、色彩変化パターンによって、各工事車両の型名等を伝達し、明暗波形で車両
の運転状況、燃料（の残量、消費量、消費率）、稼働時間、エンジンの出力・回転数等の
リアルタイムの情報を大量に得ることができる。この結果、各移動体の管理を効率的に行
うことができる。
【０１６５】
　第３．変形例
　（１）これまで説明してきた例では、色彩変化パターンが３色の色彩を用いる場合を主
として説明してきたが、２色以上であれば、４色、５色等何色でもかまわない。ただし、
現時点では、一般的に３色が好ましいと考えられる。ＣＣＤが３色の受光を前提として作
製されている場合が多いからである。
【０１６６】
　また、３色の場合、特にＲ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）や、Ｃ（シアン）Ｍ（マゼンタ）Ｙ
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（イエロー）が好ましいと考えられるが、他の３色でもかまわない。
【０１６７】
　（２）明暗波形の印可
　明暗波形は発光強度を変化させる波形であり、いわば輝度変調でデータを表現するもの
であるが、そのためには、当然のことながら、対象となる色彩の光が発光されていること
が前提となる（例えば図１参照）。
【０１６８】
　（２）－ａ
　したがって、図２の例では、Ｒドライバ１４が、第１制御手段及び第２制御手段しの出
力信号を言わばＡＮＤ（論理積をとる）して得られた信号で、赤色ＬＥＤ１６ａを駆動す
ることが好ましい一例として考えられる。つまり、Ｒドライバ１４ａは、第１制御手段か
らの信号が「点灯」の場合のみ赤色ＬＥＤ１６ａを点灯させ、その輝度を、前記第２制御
手段１２ｂからの信号によって決定していくのである。
【０１６９】
　（２）－ｂ
　又は、図２における第２制御手段が、第１制御手段がＲの光を発光している場合にのみ
、明暗波形の信号をＲドライバ１４ａに送信するように構成することも極めて好ましい。
このように構成すれば、明暗波形で表すデータＹを、赤色ＬＥＤ１６ａの発光と同期させ
ることが容易となり、受信側の受信処理が容易となる。
【０１７０】
　（３）タイムウィンドウの設定
明暗波形を受光する場合、例えば、図３で説明したように、フォトダイオード等の受光素
子２６が受信するが、この受信の際も、（２）と同様の趣旨で、対象となる色彩が発光さ
れている場合にのみ、受信を行うように構成することが極めて好ましい。この場合、エリ
アセンサ２２からの信号に基づき、受信対象となる発光体から明暗波形の重畳の対象とな
る色彩が発光されているかどうかの信号を得て、この対象なる色彩が発光されている場合
のみ、受光素子２６の信号を解析して明暗波形の明暗の様子を検出するのである。このよ
うな処理によって、ノイズの影響をより受けにくくすることができ、外乱、雑音に強い受
信を行うことができる。
【０１７１】
　（３）－１　受信動作の一例
　受信動作は、まず、エリアセンサ２２の出力信号から、３０ｆｐｓ程度の静止画の列、
すなわち動画を得る。その動画を解析することによって、所定の領域における色彩が所定
のパターンで変化している部分領域を検出して、その領域の位置を検出対象である発光体
の位置である野認識する。また、その発光の色彩変化パターンから上述したデータＸを得
る。このデータＸは、その発光体のＩＤである場合が多く、このＩＤからその発光体が何
かを知ることができる。
【０１７２】
　このようにして受信した色彩変化パターンから、明暗波形の対象となる色彩（例えばＲ
：図４等参照）が点灯しているか否かが判明する。そこで、この対象となる色彩が点灯し
ている期間のみ、受光素子２６からの出力信号を処理して、その明暗から原データＹを復
号する処理を行うことによって、ノイズに強い受信を行うことができる。
【０１７３】
　このような処理は言い換えれば、受信信号にタイムウィンドウを設定したということで
ある。
【０１７４】
　（３）－２　複数の発光体
　発光体が複数存在する場合は、各発光体毎に色彩変化パターンで表されるデータＸすな
わちＩＤが異なる。つまり、各発光体毎に色彩変化パターンが異なるため、明暗波形が重
畳する色彩（例えばＲ）が発光するタイミングも、各発光体毎に異なる。
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【０１７５】
　この場合、全発光体からの高速なデータを受信する場合は、当然、Ｒが発光するタイミ
ング全てにおいて受光素子２６の信号を受信し、解析する。しかし、一部の発光体からの
高速なデータを受信する場合は、その発光体がＲ光を発光するタイミングのみで受光素子
２６からの信号を受信することが好適である。
【０１７６】
　（４）同軸発光、２軸発光
　ＩＲを用いて明暗波形を送信する例においては、図５に示すように、ＩＲを色彩変化発
光で用いる可視光と同軸に発光する例を示した。
【０１７７】
しかし、必ずしも完全に同軸でなくても、十分に近接させて配置すれば、個別に言わば「
２軸（光軸が２軸）」で発光させることも好適である。特に、受光装置が発光体と離れて
いる場合は、２軸でも同軸とほぼ同様の作用・効果が得られる。
【０１７８】
　この構成は、特許請求の範囲に記載の、光路分割手段を設けずに、各発光手段が個別に
発光する「発光体」の好適な一例に相当する。
【０１７９】
　（５）同軸受光、２軸受光（ＩＲ＋可視光の場合）
　発光の場合と同様に、受光装置側でも、基本的にはＩＲと可視光とを同軸で受光するこ
とが好ましい（図７参照）。しかし、上記（４）で述べたのと同様の理由で、受光素子４
４と、ＣＣＤ４２とが、十分に近接して配置されていれば、多くの場合、同軸の場合と同
様に受光することが可能である。
【０１８０】
　特に、２軸の構成の場合、それぞれに適した光学系を採用しやすいので、場合によって
は、同軸構成より好ましい結果が得られる場合もある。ただし、光学系が２種必要となる
ので、構成上はより複雑なものとなる。したがって、もし、性能が許せば（例えばハーフ
ミラーによる損失等を無視することができれば）同軸の構成を採用することが好適な場合
が多いと考えられる。
【０１８１】
　（６）同軸受光、２軸受光（可視光の場合）
　上の（５）では、ＩＲで明暗波形を送信し、可視光で色彩変化パターンを送信する場合
の受光装置の構成の例（同軸、２軸）を説明した。しかし、可視光で明暗波形を送信する
場合（例えばＲ光で送信する場合）でも同様に、同軸構成（図３等参照）だけでなく、２
軸で構成することも好適である。いずれの構成とするかは、ハーフミラー等による光損失
がどの程度許容できるかどうか、エリアセンサ２２と受光素子２６との大きさ等を、考慮
して決めるべきである。
【０１８２】
　（７）色彩フィルタ２８
　上述した図３で示した色彩フィルタは、例えばＲ光に明暗波形を重畳する場合は、赤色
のフィルタを用いた。もちろん他の色彩、例えばＢ光等を用いることも好適であり、その
場合は、青色フィルタ等を用いることになる。
【０１８３】
　Ｂ．第２の実施の形態
　これまで、高速通信に供する明暗波形（明暗の点滅）は、色彩変化パターンに用いる色
彩の中からいずれかを用いる手法、色彩変化パターンとは別の波長の不可視光（例えば赤
外線）を用いる手法、を説明してきた。
【０１８４】
　本第２の実施の形態では、その明暗波形を赤色レーザーダイオードで実現する例、その
他の光源として利用した例、その他の例、を説明する。
【０１８５】
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　第１　レーザーダイオードの利用
　図８には、このような赤色レーザーダイオードが明暗波形の光を発する場合の発光体の
構成を説明する構成図が示されている。この図８では、特に光学系部分のみを描いており
、レーザーダイオードなどを制御する制御手段等は、図２とほぼ同様であり、図示を省略
している。
【０１８６】
　この図８に示されている例は、明暗波形を出力するための赤色レーザーダイオード５０
と、色彩変化パターンを出力するためのＬＥＤ５２と、を備えている。このＬＥＤ５２は
、便宜上、Ｇ（緑）色発光ダイオードと、Ｂ（青）色発光ダイオードとの組を表す。
【０１８７】
　この図８に示す発光体では、赤色レーザーダイオード５０が赤色の光を発しており、Ｌ
ＥＤ５２が、緑色、青色、の光を発している。そして、ＬＥＤ５２が発する光が、赤色レ
ーザーダイオード５０が発する光と光軸が同軸になるように、ハーフミラー５４を介して
反射させている。このようにして同軸に発射された光は、集光レンズ５６を介して外部に
放射される。
【０１８８】
　一般的に、光の明滅・点滅等の輝度変化は明暗差が明確な方がデータ伝達性が高いと考
えられる。したがって、本実施の形態の「明暗波形」においても高速な明暗点滅を重畳す
る光を発する光源のみＬＤ（レーザーダイオード）にすることが考えられる。一般的には
、レーザーダイオードの方がＬＥＤよりも輝度変化の際の明暗差が大きいと考えられるか
らである。
【０１８９】
　第２　レーザーダイオードの色彩変化パターンへの利用
 また、明暗波形を重畳する色彩だけでなく、色彩変化パターンにもいて用いる光も、全
てレーザーダイオードで発することが考えられる。図９には、このように全ての色彩をレ
ーザーダイオードで実現した場合の発光体の概念図が示されている。この図９でも、特に
光学系部分のみを描いており、レーザーダイオードなどを制御する制御手段等は、図２と
ほぼ同様であり、図示を省略している。
【０１９０】
　図９に示すように、この発光体は、図８と同様に明暗波形を出力するための赤色レーザ
ーダイオード６０を備えている。そして、色彩変化パターンを出力するための緑色レーザ
ーダイオード６２と青色レーザーダイオード６４と、を備えている。
【０１９１】
　図８と同様に、まず、赤色レーザーダイオード６０が赤色の光を発している。そして、
緑色レーザーダイオード６２が緑色の光を発している。この緑色光は、図９のように、ハ
ーフミラー６６を介して反射されて、赤色レーザーダイオード６０が発する光と光軸が同
軸になるような方向へ向かう。同様に、青色レーザーダイオード６４の光は、赤色レーザ
ーダイオード６０が発する光や、上述した緑色光と光軸が同軸になるように、ハーフミラ
ー６８で反射される。この結果、全ての色彩の光が同軸で同方向への向かうことになる。
【０１９２】
このようにして同軸に発射された光は、集光レンズ７０を介して外部に放射される。この
ように構成することによって、全ての投光をレーザー光にすることができ、遠方到達性を
改善することができる。
【０１９３】
　図９の例では、色彩変化パターンを、赤色レーザーダイオード６０及び緑色レーザーダ
イオード６２及び青色レーザーダイオード６４の光によって表現している。そして、赤色
レーザーダイオード５０が発光している期間において、明暗波形を赤色レーザーダイオー
ド５０が発光する光に重畳して出力している。
【０１９４】
　なお、赤色レーザーダイオード６０を、明暗波形の出力専用に使用し、色彩変化パター
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ンを、緑色レーザーダイオード６２及び青色レーザーダイオード６４の光によって表現す
るように構成することも好適である。
【０１９５】
　また、遠方における色彩変化光の「像」自体の大きさを小さく押さえることができるの
で、いわゆる空間内レーザー光通信（特に移動体同士）に活用することが可能であると考
えられる。
【０１９６】
　第３　極小型受光素子の利用
　通常、光の明暗を受ける受光素子（本例ではＰＤ：フォトダイオード）は、受光面積が
小さいほどＳＮ比が良好であることが知られている。したがって高速通信や、遠方により
大光量が見込めない場合、受光素子は極小にせざるを得ない。そこで上記（図９）に示す
ようにレーザーダイオードを用いて、且つ、各光が同軸に投光された光を受光する受光装
置としては、次の図１０に示すような構成を採用することが好適である。
【０１９７】
　図１０に示す例では、受光装置の特に光学系を中心に描いた説明図である。この図１０
に示す例は、エリアセンサ８０（ＣＣＤ，ＣＭＯＳ等）に比べてＰＤの受光面積が極端に
小さい例を示している。
【０１９８】
　外部から投射された光は、結像光学系８２を通過した後、光路分割手段であるハーフミ
ラー８４を経て、エリアセンサ８０上に像を結ぶ。また、結像光学系８２を通過した光の
一部は、ハーフミラー８４で反射し、フォトダイオード８６で受光される。
【０１９９】
　エリアセンサ８０や、フォトダイオード８６で得られた信号は、これまで述べたように
、コンピュータ等で構成されたデコード手段によって、デコードされ、原データが復号さ
れる。この復号動作はこれまで述べた動作と同様である。
【０２００】
　図１０の受光装置のこのような受光動作の場合、エリアセンサ８０の視野に投光光像が
捉えられていても、ＰＤ（フォトダイオード８６）に捉えられているとは限らない。これ
は、フォトダイオード８６の方が、エリアセンサ８０より小さいので、いわゆる視野角が
狭いからである。この様子が図１１に示されている。
【０２０１】
　図１１には、エリアセンサ８０がとらえた視野の様子の説明図が示されている。この図
１１に示されているように、エリアセンサ８０の視野９０に比べてフォトダイオード８６
の視野９２は一般に非常に狭い。しかしながら、エリアセンサ８０で捉えられている限り
、像（＝光像）位置は把握できるので、光軸制御手段８８（図１０参照）で光学系の光軸
を動かして、対象物をＰＤ視野に導入することが可能である。
【０２０２】
　この光軸制御手段８８は、結像光学系８２の光軸を制御する。簡単に言えば、受光装置
の「向き」を制御するのである。制御の手法は種々あるが、例えば、受光装置全体を回動
可能な雲台上に載置し、この受光装置全体を動かし（回し）てもよい。また、受光装置内
の結像光学系８２とハーフミラー８４部分のみを動かすことも好適である。例えば、天体
望遠鏡のように、所定のモータードライブ装置と、このモータードライブ装置を制御する
制御回路とから、この光軸制御手段８８を構成することが好適な一例であろう。
【０２０３】
　なお、図１１の例では、エリアセンサ８０の視野９０の中央部がフォトダイオード８６
の視野９２となっている。必ずしも中央部である必要はないが、一般には中央部に対象物
を位置させることが多いであろうし、またその状態でフォトダイオード８６にも光が導入
されることが自然な操作となるであろう。
【０２０４】
　さて、導入の動作は、操作者が光軸の制御機構を操作して動かすことも好適である。し
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かし、これまで述べてきたように、本実施の形態においては、エリアセンサ８０上の画像
から、所定の対象物が占める領域の位置と、その領域の色彩変化パターンからデータＸを
算出する動作を説明してきた。
【０２０５】
　この説明から明らかなように、本実施の形態においては、所定の色彩変化パターンが生
じている領域の位置を算出している。この動作は、請求の範囲の「色彩変化パターンの領
域の位置を求めるステップ」の好適な一例に相当する。したがって、この算出した位置か
ら、対象物の領域を、例えばエリアセンサ８０の視野角９０の中央に来るように、光学系
の光軸を制御することは容易である。例えば、対象物の位置が、視野角９０の中央から下
に１０度、左に１５度の位置にあれば、光学系の光軸を、下に１０度、左に１５度移動さ
せれば、その対象物の領域をエリアセンサ８０の視野角９０の中央に位置させることがで
き、その対象物からの光をフォトダイオード８６に導入することができる。このような動
作は、請求の範囲の「所定の光学系の光軸を制御するステップ」の好適な一例に相当する
。
【０２０６】
　このような構成を採用するためには、デコード手段が出力する対象物の領域の位置を、
この光軸制御手段８８にも供給し、光軸制御手段８８にその位置に基づき光軸を移動させ
れば良い。なお、この場合、位置は、中央部からの偏差に変換してから、光軸制御手段８
８に供給することが好適であるが、変換処理自体は光軸制御手段８８側が行ってもかまわ
ない。
【０２０７】
　空間内レーザー光通信
　なお、いわゆる空間内レーザー光通信が知られており、広く利用されている。この空間
内レーザー光通信は、投光角度（広がり）が極めて狭く、通常、発光側と受光側とで互い
の光軸が一致する必要がある。
【０２０８】
　このような場合に、光軸を一致させるためには、まず、上に述べたような手法で、相手
方（発光側）の光像をＰＤ（フォトダイオード）に導き入れる。しかし、これだけでは、
発光側と受光側の光軸が一致しておらず十分な光量は得られない。光軸を一致させるため
には、相手方（発光側）にも受光部を設け、自分側（受光側）にも発光部を設け、今度は
逆に自分側（受光側）の発光部からの投光像を相手方（発光部）の受光部に正確に当てる
必要がある。
【０２０９】
　すなわち、相手側の光像を正確に中央部で受けるという作業を、お互いに行えば、原理
的には完全に相手方（送信側）と自分側（受信側）との間で光軸を一致させることが可能
である。
【０２１０】
　なお、ここで説明した手法においては、自分側にある発光部と受光部との光軸が少なく
とも並行であることを選定としている。同様に、相手側においてもその発光部と受光部と
の光軸が少なくとも平行であることを前提としている。
【０２１１】
　このような構成の発光部と受光部との組の構成が図１２に示されている。図１２には、
発光部と受光部とが一体となった光学系の説明図が示されている。受光装置としては、こ
れまで説明してきたように所定のデコード手段等を、光学系と組み合わせて構成される。
【０２１２】
　さて、図１２に示すように、発光部１００、受光部１２０は、それらの光軸がを平行に
なるように固定され、光軸制御手段１４０がこれらの光軸を一体として駆動する。光軸を
調整する動作は、光学系の一部を構成するプリズムやミラーを駆動することによって行う
ことも可能であるが、図１２の例では、発光部１００と受光部１２０との装置全体を動か
すことによって光軸の「向き」を調整している。装置が小型の場合は、図１２のように装
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置全体を駆動してしまうのが簡便である。
【０２１３】
　図１２に示すように、発光部１００は、赤色レーザーダイオード１０２と、緑色レーザ
ーダイオード１０４及び青色レーザーダイオード１０６を備えており、それらの光がハー
フミラー１０８、１１０によって同軸に発射される。発射された光は集光レンズ１１２を
介して外部に放出される。
【０２１４】
　図１２に示すように、受光部１２０は、結像光学系１２２を通じて受光した光はエリア
センサ１２４上に結像し、画像データとして外部に取り出される。一方、受光した光の一
部はハーフミラー１２６で反射され、受光素子（ＰＤ）１２８にて受光される。受光素子
１２８はこれまで説明してきたように明暗波形を受信し、図示されていないデコード手段
がこの信号からデータＹを復号する。
【０２１５】
　さて、このような構成の発光部１００と受光部１２０の組み合わせによって、上述した
ような光軸調整処理によって自分側と、相手側との光軸を合致させることができる。
【０２１６】
　すなわち、受光像によって光軸位置を制御し、光像を受光素子（ＰＤ）１２８の視野内
に導き入れることによって、同時に、自分側の投光系が正確に相手側受光光学系に投光す
ることが可能である。相手側でも同様の処理を実行することによって、互いの光軸を一致
させることが可能である。なお、本実施の形態においては、ＬＥＤ及びＬＤを用いる場合
について説明したが、もちろん、他の発光手段、例えば白熱電球、各種蛍光灯、有機ＥＬ
などを用いることも可能である。ＬＥＤを用いれば低消費電力で実現することが可能であ
り、レーザーダイオードを用いれば鋭いビーム状の光線を発することができ、相手方によ
り強い光を送信することができる。
【符号の説明】
【０２１７】
　１０　記憶手段
　１２　制御手段
　１４　ドライバ
　１６　ＬＥＤ
　２０　結像光学系
　２２　エリアセンサ
　２４　ハーフミラー
　２６　受光素子
　２８　色彩フィルタ
　３０　赤外線発光素子
　３４　ハーフミラー
　３６　ＬＥＤ
　４０　ハーフミラー
　４２　エリアセンサ
　４４　受光素子
　４６　赤外透過フィルタ
　４８　赤外カットフィルタ
　５０　赤色レーザーダイオード
　５２　ＬＥＤ
　５４　ハーフミラー
　５６　集光レンズ
　６０　赤色レーザーダイオード
　６２　緑色レーザーダイオード
　６４　青色レーザーダイオード
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　６６、６８　ハーフミラー
　７０　集光レンズ
　８０　エリアセンサ
　８２　結像光学系
　８４　ハーフミラー
　８６　フォトダイオード
　８８　光軸制御手段
　９０、９２　視野
　１００　発光部
　１０２　受光部
　１０４　緑色レーザーダイオード
　１０６　青色レーザーダイオード
　１０８、１１０　ハーフミラー
　１１２　集光レンズ
　１２０　受光部
　１２２　結像光学系
　１２４　エリアセンサ
　１２６　ハーフミラー
　１２８　受光素子（ＰＤ）
　１４０　光軸制御手段
　Ａ　発光体
　Ｂ　発光体

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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